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「投資信託定期・定額購入サービス約款」の新旧対照表 

（令和２年４月１日改定） 

※下線部が改定箇所 

改定後 改定前 

（約款の趣旨） 

第１条 この約款は、お客さま（以下、「申込者」

といいます。）と株式会社中国銀行（以下、「当

行」といいます。）の間における、投資信託の

定期・定額購入サービスに関する取決めです。

定期・定額購入サービス（以下、「本サービス」

といいます。）とは、毎月申込者が指定する買

付申込日（以下、「買付申込日」といいます。）

の前営業日（以下、「振替日」といいます。）

に、申込者があらかじめ指定した金額（以下、

「買付金額」といいます。）を、申込者が指定

した預金口座（以下、「引落口座」といいます。）

から自動引落しし、申込者の指定する投資信

託を取得する取引をいいます。 

 申込者は、本サービスの内容を十分に理解し、

申込者の判断と責任において本サービスを利

用するものとします。 

 

（申込方法） 

第３条 申込者は、当行所定の申込書に必要事

項を記入のうえ、届出の印章（または署名）

により記名押印（または署名）し、これを当

行に提出することによって申し込むものと

し、当行が承諾した場合に限り本サービスを

利用できます。 

２ 本サービスのお申込みにあたっては、累積

投資口座を開設していただきます。ただし、

すでに開設済みの場合は、この限りではあり

ません。 

 

（申込内容の変更） 

第４条 申込者は、買付申込日の３営業日前ま

でに、当行所定の書面により当行に申出るこ

とによって、買付金額や買付申込日等の申込

内容を変更したり、本サービスを解約するこ

とができます。 

 

（約款の趣旨） 

第１条 この約款は、お客さま（以下、「申込者」

といいます。）と株式会社中国銀行（以下、「当

行」といいます。）の間における、投資信託の

定期・定額購入サービスに関する取決めです。

定期・定額購入サービス（以下、「本サービス」

といいます。）とは、毎月申込者が指定する振

替日（以下、「振替日」といいます。）に、申

込者があらかじめ指定した金額（以下、「買付

金額」といいます。）を、申込者が指定された

預金口座（以下、「引落口座」といいます。）

から自動引落しし、申込者の指定する投資信

託を取得する取引をいいます。 

 申込者は、本サービスの内容を十分に理解し、

申込者の判断と責任において本サービスを利

用するものとします。 

 

 

（申込方法） 

第３条 申込者は、当行所定の申込書に必要事

項を記入のうえ、届出の印章（または署名）

により記名押印（または署名）し、これを当

行に提出することによって申込むものとし、

当行が承諾した場合に限り本サービスを利用

できます。 

２ お申込みにあたっては、指定銘柄の累積投

資口座を開設していただきます。ただし、す

でに開設済みの場合は、この限りではありま

せん。 

 

（申込内容の変更） 

第４条 申込者は、振替日の２営業日前までに、

当行所定の書面により当行に申出ることによ

って、買付金額や振替日等の申込内容を変更

したり、本サービスを解約することができま

す。 
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改定後 改定前 

（買付金額の引落し） 

第５条 買付金額の引落口座は、投資信託取引

における指定預金口座に限ります。 

２ 買付金額の自動引落しでは当座勘定規定ま

たは普通預金規定にかかわらず、小切手の振

出または預金通帳および預金払戻請求書の提

出は不要とします。 

３        （削除） 

 

 

 

 

 

３ 第１条にかかわらず、毎月申込者が指定す

る買付申込日が当行の休業日または指定銘柄

について、海外の証券取引所等の休業日等に

よる申込不可日にあたるときは、毎月申込者

が指定する買付申込日の翌日以降最初に到来

する当行営業日かつ指定銘柄の申込不可日で

ない日を買付申込日とし、この買付申込日の

前営業日を振替日とします。 

４ 買付金額の自動引落しは、振替日の引落口

座の残高から行います。このとき、残高に当

座貸越を利用できる範囲内の金額は含まれま

せん。 

５ 同日振替日に、本サービスを含め引落口座

からの引落しが複数あり、その引落しの総額

が引落口座の残高を超えるときは、そのいず

れを引落すかは当行の任意とします。 

 

（買付時期および価額） 

第７条 当行は、第１条又は第５条第３項の定

める買付申込日に買付けの申込みがあったも

のとして取扱います。 

２ 前項の買付価額は、「累積投資約款」に定め

る価額とします。 

３ 第１項にかかわらず、指定銘柄の委託者が

買付けの申込みを受付しない場合または取消

した場合は、第１条又は第５条第３項に定め

る買付申込日の翌営業日以降最初に買付けが

可能になった日に買付けを行います。 

 

（買付金額の引落し） 

第５条 買付金額の引落口座は、投資信託取引

における指定預金口座に限ります。 

２ 買付金額の自動引落しでは当座勘定規定ま

たは普通預金規定にかかわらず、小切手の振

出または預金通帳および預金払戻請求書の提

出は不要とします。 

３ 振替日が当行の休業日にあたる場合は、前

営業日を振替日とします。また、振替日を２

８日から３０日にご指定された場合に、当該

振替日が月末日になるときは、その前営業日

を振替日とし、振替日を３１日にご指定され

た場合は、月末日を振替日とします。 

４ 指定銘柄について、海外の証券取引所等の

休業日等により申込不可日がある場合で、振

替日の翌営業日が当該不可日にあたるとき

は、当該不可日を振替日とします。 

 

 

 

 

５ 買付金額の自動引落しは、振替日の引落口

座の残高から行います。このとき、残高に当

座貸越を利用できる範囲内の金額は含まれま

せん。 

６ 同日振替日に、本サービスを含め引落口座

からの引落しが複数あり、その引落しの総額

が引落口座の残高を超えるときは、そのいず

れを引落すかは当行の任意とします。 

 

（買付時期および価額） 

第７条 当行は、引落口座から自動引落しを行

った日の翌営業日に、買付けの申込みがあっ

たものとして取扱います。 

２ 前項の買付価額は、指定銘柄の「累積投資

約款」に定める価額とします。 

３ 第１項にかかわらず、指定銘柄の委託者が

買付けの申込みを受付しない場合または取消

した場合は、買付けの申込みは不成立となり

ます。この場合、自動引落しした買付金額は、

当該引落日の翌営業日以降に引落口座へお戻

しします。 
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改定後 改定前 

（返還および収益分配金の再投資） 

第８条 返還および投資信託の収益分配金の再

投資は、「証券振替決済口座管理約款」および

「累積投資約款」に基づき行うものとします。 

 

（本サービスの解約） 

第１２条  

①～②    （現行どおり） 

 ③ 申込者が証券振替決済口座または累積投

資口座を解約した場合 

 ④～⑤    （現行どおり） 

 ⑥       （削除） 

 

 ⑥ 申込者が当行との取引申込時にした表

明・確約に関して虚偽の申告をしたことが

認められ、当行が解約を申出たとき 

 ⑦ 申込者が暴力団員、暴力団関係企業、い

わゆる総会屋等の反社会的勢力に該当する

と認められ、当行が解約を申出たとき 

 ⑧ 申込者が暴力的な要求行為、法的な責任

を超えた不当な要求行為等を行い、当行が

契約を継続しがたいと認めて、解約を申出

たとき 

 ⑨ 当行が本サービスを営むことができなく

なる等、やむを得ない事由により当行が解

約を申出た場合 

 

（約款の変更） 

第１６条 この約款は、法令の変更または監督

官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な

事由があると認められる場合には、民法第 548

条の４の規定に基づき変更するものとしま

す。 

 

２ 前項によるこの規定の変更は、変更を行う

旨および変更後の規定の内容ならびにその効

力発生時期（公表日から 1 ヶ月以上の相当期

間を空けるものとします。）を、店頭表示、当

行ホームページ等への掲載またはその他相当

の方法で公表することにより、周知します。 

 

 

（返還および果実の再投資） 

第８条 返還および果実の再投資は、それぞれ

指定銘柄の「累積投資約款」に基づき行うも

のとします。 

 

（本サービスの解約） 

第１２条  

①～②   （省略） 

 ③ 申込者が指定銘柄の累積投資口座を解約

した場合 

 ④～⑤   （省略） 

 ⑥ 申込者が第１６条に定めるこの約款の変

更に同意しないとき  

 ⑦ 申込者が当行との取引申込時にした表

明・確約に関して虚偽の申告をしたことが

認められ、当行が解約を申出たとき 

 ⑧ 申込者が暴力団員、暴力団関係企業、い

わゆる総会屋等の反社会的勢力に該当する

と認められ、当行が解約を申出たとき 

 ⑨ 申込者が暴力的な要求行為、法的な責任

を超えた不当な要求行為等を行い、当行が

契約を継続しがたいと認めて、解約を申出

たとき 

 ⑩ 当行が本サービスを営むことができなく

なる等、やむを得ない事由により当行が解

約を申出た場合 

 

（約款の変更） 

第１６条 この約款は、法令の変更または監督

官庁の指示、その他必要な事由が生じたとき

に改定されることがあります。なお、改定の

内容が、申込者の従来の権利を制限するもし

くは申込者に新たな義務を課すものであると

きは、その改定事項をご通知します。 

２ 前項の通知は、改定の内容が軽微であると

判断される場合には、当行ホームページ等へ

の掲載または時事に関する事項を掲載する日

刊新聞紙による公告等によって代えることが

あります。 
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改定後 改定前 

３ 前２項による変更は、前項に基づき公表した

効力発生時期から適用するものとします。ただ

し、お客さまの利益に適合する場合の本約款の

変更にかかる周知については、変更の効力発生

時期と同時または事後に行う場合もあります。 

 

以上 

令和２年４月１日改定 

３ 第１項の通知または第２項の掲載・公告等が 

行われた後、所定の期日までに異議の申立てが 

ないときは、約款の改定にご同意いただいたも 

のとして取扱います。 

 

 

以上 

平成２８年１月１日改定 

 


